
横浜市立西柴中学校銀杏会会則（後援会）一部変更 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条  本会は銀杏会（いちょうの会）と称する。  

第２条  本会の事務所は横浜市立西柴中学校内（以下、「西柴中学校」という）に置く。  

第３条  本会は、西柴中学校の発展を願い、西柴中学校を後援することを目的とする。  

第４条  本会は前条の目的達成のため、以下のことを行う。  

    １．西柴中学校の全教育活動の支援に関すること  

      （具体例：部活の全国・関東大会出場への協力・支援をするなど）  

    １．その他本会目的遂行のための必要な事業に関すること  

（具体例：周年行事に関する協力・支援をするなど）  

 

第２章 会員及び役員 

 

第５条  本会会員は、西柴中学校の卒業生をもって組織する。  

第６条  本会には以下の役員を置く。  

     名誉会長１名  会長１名  副会長２名  書記１名  会計１名  会計監査１名  

    また、本会の運営上必要な場合、理事を数名置く。  

第７条  名誉会長は西柴中学校長、会計は西柴中学校副校長とする。  

第８条  会長、副会長、書記、会計監査、理事は、会員の中から選出する。  

第９条  会長、副会長、書記、会計監査、理事の任期は目安として３年程度とし、再任

を妨げない。  

ただし、やむを得ない事由がある場合は、任期内でも役員を辞することができ  

る。  

      

第３章 会 務 

 

第１０条  会長は会務を総括する。ただし、会長の事故ある時は任期末まで副会長が代行

する。  

第１１条  役員会は名誉会長、会長、副会長、書記、会計、及び理事を持って構成し、

会務を行う。会務の内容は、次のとおりである。  

１．第４条に示すとおり、本会の目的達成のために必要なことの検討と実施に

関すること。  

     １．本会予算及び決算に関すること。  

     １．総会に関すること。  

     １．会則変更及び施行に関すること。  

     １．役員選出に関すること。  



 

第４章 総 会 

 

第１２条  総会は、必要のある時のみ開催する。第１１条に示すとおり、役員会をもって

本会の運営を行うこととし、総会は、定期的に開催しないものとする。  

第１３条  総会は、必要のある時のみ会長が招集する。または、会員１００名以上の要求

があった時、会長が召集する。総会の決議は会員の出席会員の出席総数の過半

数を持って決定する。  

 

第５章 会 費 

 

第１４条  会員は卒業年度に会費として５００円を納入するものとする。  

第１５条  既納会費および寄付金は、返還しない。  

 

第６章 会則変更 

 

第１６条  本会会則の変更は役員会において決議し、承認された日より施行する。  

 

第７章 補則 

 

第１７条  後援会を継承させるため、卒業時において生徒会役員及び有志を学年会員の代

表とする。  

第１８条  本会会員で本会の秩序を乱し、あるいは本会の目的に反する行為をした者は  

役員会の決議により除名することができる。  

第１９条  本会は、西柴中学校の教育方針に一切干渉しない。   

 

附則  

本会の会則は、平成３０年４月１日から施行する。  

令和３年３月１４日一部変更施行  

 

現行役員（令和３年３月１４日現在）  

名誉会長   （西柴中校長）  

会長     １名  

副会長    ２名  

書記     １名  

理事     １名  

会計     （西柴中副校長）  

 会計監査   １名  


